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○日時 令和６年９月５日 午前10時04分開会 

○場所 議場 

○議件 

１．議案第１号 令和６年度網走市一般会計補正

予算中、所管分 

２．議案第５号 報酬職員給与条例の一部を改正

する条例制定について 

３．市町村議会における「国土強靱化に資する社

会資本整備等に関する意見書」提出要請 

４．次期戦闘機輸出の閣議決定の撤回を求める意

見書提出要請（6.6.20 継続審査） 

５．核兵器禁止条約への参加・署名・批准を行う

ことを求める意見書提出要請（6.6.20 継続

審査） 

６．秋季視察について 

７．網走海浜サケ・マス釣りルールに係るパブリ

ックコメントの結果について 

───────────────────── 

○出席委員（８名） 

 委 員 長    井 戸 達 也 

 副 委 員 長    石 垣 直 樹 

 委 員    小田部   照 

            澤 谷 淳 子 

            立 崎 聡 一 

            深 津 晴 江 

            松 浦 敏 司 

            山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────── 

○議 長    平 賀 貴 幸 

─────────────────────── 

○委員外議員（０名） 

─────────────────────── 

○傍聴議員（７名）   金 兵 智 則 

栗 田 政 男 

            里 見 哲 也 

            永 本 浩 子 

            古 田 純 也 

            古 都 宣 裕 

            村 椿 敏 章 

─────────────────────── 

○説明者 

 副 市 長    後 藤 利 博 

 農林水産部長    佐 藤 岳 郎 

 観光商工部長    伊 倉 直 樹 

 建設港湾部長    立 花   学 

 農 林 課 長    古 田 孝 仁 

 農林水産部参事    江 口 優 一 

 水産漁港課長    渡 部 貴 聴 

 観 光 課 長    井 上 博 登 

 商工労働課長    中 村 幸 平 

 観光商工部参事    田 端 光 雄 

 観光商工部参事    野 口 公 希 

 建 築 課 長    小 原   功 

 都市整備課長    村 上 雅 彦 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    岩 尾 弘 敏 

次 長    石 井 公 晶 

総務議事係長    和 田   亮 

総 務 議 事 係    山 口   諒 

 

午前10時04分開会 

○井戸達也委員長 ただいまから、総務経済委員会

を開会いたします。 

 本日の委員会では、付託されました議案２件、要

請３件について審査をいたします。 

 進行についてですが、まず、農林水産部関係分の

議案について審査後、理事者を入替えします。 

 その後、観光商工部、建設港湾部関係分の議案に

ついて審査をします。 

 議案の審査が終わりましたら要請を審査し、終わ

りましたら秋季視察について協議をいたします。 

 それでは、まず初めに、議案第１号令和６年度網

走市一般会計補正予算中、農業振興費、麦・大豆生

産技術向上事業補助金について説明を求めます。 

○古田孝仁農林課長 それでは、議案資料１号の４

ページを御覧願います。 

 議案第１号令和６年度網走市一般会計補正予算

中、農業振興費、麦・大豆生産技術向上事業補助金

の歳入歳出予算の補正について御説明申し上げま
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す。 

 １の補正の理由及び内容でございますが、農業者

団体が行います小麦、大豆の生産性向上を図る農業

機械の導入を支援するための補助金の追加でござい

ます。 

 補助内容は、５ページの３．事業実施主体別内訳

表に記載のとおりでございます。 

 対象となる作物は、小麦、大豆で、支援対象者

は、３つの機械利用組合と１つの農事組合法人の計

４件でございます。 

 それぞれ取組内容は、適期収穫、スマート農業技

術の導入割合の増加、作付面積拡大を図るために行

いますコンバインなどの導入でございます。 

 ２の補正額でございますが、（１）歳出及び

（２）歳入ともに8,703万8,000円を新たに追加補正

するもので、財源は全額が道補助金でございます。 

 説明は以上でございます。 

○井戸達也委員長 それでは、質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。よろしいでしょうか。 

○深津晴江委員 確認させていただきたいと思いま

す。 

 補助金を使いまして、コンバインなどを購入した

場合、どの程度、生産性向上が見込まれるのかの予

測などがありましたら、お示しください。 

○古田孝仁農林課長 導入する団体におきまして

は、それぞれ目標を設定しておりますが、１つの団

体で言いますと、スマート技術の導入の割合の増加

という部分で言いますと、現在、導入しておりませ

んが、今回、導入することによって小麦の収穫面積

に対しまして55.23％の面積をスマート農業技術を

活用して行うですとか、違う団体でありますが、現

在、スマート技術を導入した割合が０％でございま

すが、こちらも小麦の収穫面積を令和９年度は、全

ての収穫においてスマート技術を導入した作業を行

うというような目標を掲げて申請をしている内容で

ございます。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

よろしいでしょうか。 

 それでは次に、議案第１号中、農業振興費、産地

パワーアップ機械導入事業補助金について説明を求

めます。 

○古田孝仁農林課長 続きまして、資料の６ページ

を御覧願います。 

 農業振興費、産地パワーアップ機械導入事業補助

金の歳入歳出予算の補正について御説明申し上げま

す。 

 １の補正の理由及び内容でございますが、農業者

団体が、小麦の生産を拡大するために行います農業

機械の導入を支援するための補助金の追加でござい

ます。 

 補助内容は、３．事業実施主体別内訳表に記載の

とおりでございます。 

 対象となる作物は小麦で、支援対象者は２つの機

械利用組合でございます。 

 それぞれ取り組む内容は、適期収穫、スマート農

業技術の導入割合の増加、作付面積の拡大を行うた

めに行いますコンバインの導入でございます。 

 ２の補正額でございますが、（１）歳出及び

（２）歳入ともに5,614万5,000円を新たに追加補正

するもので、財源は全額が道補助金でございます。 

 説明は以上でございます。 

○井戸達也委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○松浦敏司委員 ちょっと伺いたいのは、先ほどの

小麦、大豆の生産向上というものがあって、それも

道補助金ということでありましたが、今回、産地パ

ワーアップとの違いというのは、どんなところなの

でしょう。 

○佐藤岳郎農林水産部長 ただいま御質問のありま

した事業の違いということでありますけれども、農

林水産省の事業の区分といたしましては、小麦と大

豆の国産化の推進ということで、同じ目的の事業と

なっておりますけれども、最初の麦・大豆の生産技

術向上事業については、麦と大豆がですね、御承知

のとおり輸入依存度の高い作物であるということが

あったのですけれども、ロシア、ウクライナの情勢

をはじめとする国際情勢が変化をしたということ

で、この国産の麦・大豆の安定供給に対するニーズ

が高まっているということで、ソフト・ハード両面

で支援をして、この麦と大豆の生産基盤を強化する

という目的での事業となっております。 

 一方で、この産地生産基盤パワーアップ事業につ

きましては、従来からある事業となっておりまし

て、これの補正で追加となっているものですけれど

も、同じ国産のシェアの拡大というふうにはなって

いるのですけれども、ＴＰＰ関連というふうに私ど

もは認識しているところでございます。 

○松浦敏司委員 取りあえずわかりました。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○山田庫司郎委員 確認をさせていただきたいので
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すが、先ほどの事業もそうですが、今回のこの機械

というのは、今、コンバインがあると思うのです

が、新たに買うということなのですね、これ新規で

すから。それか例えばですね、更新時期が来ている

ので、それだったらいいほうにレベルアップしてグ

レードアップしたやつを入れようかという内容なの

か、その辺はどうなんでしょう。あまりコンバイン

の台数があっても大変だと思うのですが、その辺の

管理というのは。 

○古田孝仁農林課長 今回の導入につきましては、

更新という形になりますが、それは偶然なのか、補

助金のタイミングもありますが、それと更新の時期

が重なったというようなことで理解をしているとこ

ろでございます。 

○山田庫司郎委員 理解させていただきます。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。よ

ろしいですか。 

 それでは、お諮りをいたします。 

 議案第１号令和６年度網走市一般会計補正予算

中、農林水産部関係分は、全会一致により原案可決

すべきものと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、そのように決定をいたしました。 

 

○井戸達也委員長 次に、議案第５号報酬職員給与

条例の一部を改正する条例制定について説明を求め

ます。 

○古田孝仁農林課長 議案資料２号、20ページを御

覧願います。 

 議案第５号報酬職員給与条例の一部を改正する条

例制定について御説明申し上げます。 

 １．趣旨でございますが、報酬職員給与条例にご

ざいます鳥獣被害対策実施隊員の報酬を改定すると

ともに、同条例に熊駆除推進員を掲げるため、当該

条例の所要の改正を行うものでございます。 

 ２の改正の内容でございますが、別表（第１条、

第３条、第４条関係）の旧の項のうち、職名の欄

で、現行の鳥獣被害対策実施隊員に熊駆除推進員を

追加することと、報酬額の欄で、現行の6,000円を

市長の定める額に改正するものでございます。 

 ３．施行期日でございますが、令和６年10月１日

から施行しようとするものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○井戸達也委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○深津晴江委員 熊対策、網走市でも時々見られて

いますので、それに向けて対策をしていく、熊駆除

推進員をつくっていくっていうのは大変必要かと思

いますので、基本的にはぜひ進めていただければと

いうふうに思うのですが、報酬額の改定案が6,000

円だったものが市長の定める額というふうになって

いますが、なぜこうなったのかというところを教え

ていただければと思います。 

○古田孝仁農林課長 熊駆除推進員の部分でござい

ますが、こちらにつきましては、これまでも組織が

ございまして、報酬のほうも支払っておりました。

そちらにつきましては、今回、改定を上程させてい

ただいている報酬職員給与条例の一番最後にあるそ

の他の部分で取扱いをしていたところでございま

す。 

 今回ですね、熊駆除が全道的に、全国的にもいろ

いろと注目を浴びる中で、有害鳥獣に従事する方の

精神的な負担ですとか、肉体的な負担などもいろい

ろ増えてきているという状況でありますので、その

辺の位置づけをしっかりしようとするのも踏まえな

がらですね、今回、改正するところでございます。 

金額につきましては、6,000円の部分について

は、鳥獣被害対策実施隊員の部分が6,000円という

ことで、熊駆除推進員につきましては、その他とい

うところで市長が定める額ということで運用をして

おりまして、これまでは9,700円を報酬として支払

っていた、１日当たりですね、という内容でござい

ます。 

○深津晴江委員 １日何頭でもということなのです

か。そんなにたくさん熊がいても困るのですが、１

回の出動に当たってという額ではないのでしょう

か。 

○古田孝仁農林課長 １回の出動に当たりまして、

日額9,700円ということで行っておりました。 

○深津晴江委員 それが市長の定める額と表現が変

わっておりますが、それは上限とかはないのです

か。あるいは、下限とか何かそういうのがありまし

たら教えてください。 

○古田孝仁農林課長 上限、下限につきましては、

ないというふうに認識はしております。それが、市

長が定める額という表現でございますが、それは都

度ですね、金額につきましては、状況とか猟友会と

相談の上、決定させていただく内容ということで整

理をしているところでございます。 

○深津晴江委員 それはあり得ることなのでしょう
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か。その都度違う、もちろん出動時間ですとか、早

朝とか深夜というときも出動していただくこともあ

るかとは思ったりしますが、何ら方向性がない中

で、市長の定める額っていうところは、市民の理解

を得られる表現でしょうか。 

○古田孝仁農林課長 現在ですね、今まで9,700円

と説明いたしましたのは、令和５年度の話でござい

まして、今回、改正に伴いまして、金額のほうを１

万2,000円にしたいということと併せまして、これ

まで日額という設定で運用しておりましたが、半

日、半日当ということで４時間未満というものも想

定しようということで、そちらは４時間未満であれ

ば7,500円、それを超える出動をお願いした場合は

１万2,000円ということで運用をしようと考えてお

ります。また、金額につきましては、条例で定めて

いるものもございますので、それがふさわしいとは

思いますが、近年の情勢も踏まえつつ、内容につき

ましては猟友会と適時御相談しながらですね、決め

ていくような状況にありますので、そちらにつきま

しては、今回、市長の定める額ということで柔軟に

運用できるような形にしたいと我々は思っていると

ころでございます。 

○深津晴江委員 ４時間未満で7,500円、それ以上

だと１万2,000円という今のところの想定、プラス

その都度、相談をしていくということなのですが、

どういう状況が想定されて上乗せするのか。逆に言

うと何か、多分これだと報酬額、猟友会の皆様とも

これで了解を得られているのでしょうか。 

○古田孝仁農林課長 現在、猟友会とはコミュニケ

ーションを取っているというか、話合いをしており

まして、今回、御説明させていただいた額につきま

しても猟友会の事務局とお話をして了承いただいた

額となっております。金額につきましては、毎年、

年度初めにですね、お話をして決めさせていただい

ているところでございます。また近年、何というの

ですかね、物価の高騰によりまして、いろいろな出

動にかかる交通費であったりとか、道具であったり

とか、そういうものもどんどん上がっている状況、

そうしてまた、先ほども言いましたけれども、肉体

的ですとか精神的な負担がいろいろ、撃ったら撃っ

たでいろいろ言われるとか、そういう中でですね、

そういう有償ボランティア的な性質も持っているよ

うな活動でございますので、そちらの折り合いがつ

くような形で円滑に話をまとめていきたいというと

ころから、市長の定める額ということで御提案させ

ていただいているところでございます。 

○深津晴江委員 今おっしゃられたとおり、大変や

はり負担のかかる作業というか業務になっていくか

と思いますので、私としましてはしっかりそこも踏

まえて交通費、物価高、確かにあります。ですの

で、やはり市民の命を守るためには、熊が出たとき

には、そこの対策として網走市がしっかり報酬費を

払ってというところで、しっかり金額を決めて、も

っと上乗せした形で金額を決めてやっていただけれ

ばいいのかなというふうに思います。この市長の定

める額だと全く、やはり見えません。いかがでしょ

うか。 

○佐藤岳郎農林水産部長 この熊駆除推進員の報酬

額の関係ですけれども、私どもとしてはですね、予

算を定めるときに猟友会さんと協議をさせていただ

いて、それでこういう額でどうでしょうかというの

を提示させていただいて、向こうからも弾代も上が

っているとか、そういったお話もいただいて、今ま

でもですね、その他の項目にはなりますけれども、

それで猟友会とも協定書を結んでこの金額について

定めてきたところです。 

 今回も、近隣の自治体も結構見直しが進んでいて

ですね、今回、1万2,000円にした背景というのも、

やはり周りの自治体、近隣の５団体の市町の平均と

いうのを取って、それが１万1,000何がしというよ

うな金額が出たものですから、それに合わせて１万

2,000円ぐらいにしたいと思うんですけれども、と

いうことでやらせていただいたので、やみくもに上

げたり下げたりということを考えているのではなく

てですね、その近隣の状況も踏まえて猟友会さんと

の協議を一番に考えて、それでフレキシブルにやり

たいということで、今回こういう市長の定める額と

いうことで提案をさせていただいているところとな

っております。 

○深津晴江委員 それでしたら、例えばですよ、

今、先ほどおっしゃったとおり半日、４時間未満だ

と7,500円、１日だと１万2,000円プラス、じゃあど

ういうときにはアグレッシブに上乗せしていくのか

というところを定めて表現していくといいのかなと

いうふうに思うのですが、そこは難しいのでしょう

か。 

○佐藤岳郎農林水産部長 例えば当市の場合、出動

したときにということになっておりますので、それ

が例えば、熊の箱わなのパトロールですとか、熊が

箱わなに入ったときだとか、目撃情報があったりと
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か、そういったときの出動になっておりますので、

特段、変わった要素というのは、うちの場合は考え

ていない。１頭捕れたら幾らというのは設定してい

ないものですから、あくまでも出動したときの経費

ということで、このように考えているところでござ

います。 

○深津晴江委員 御説明については理解いたしまし

たが、この市長の定める額というのは、表現につい

て私としてはちょっと理解できない部分があるかな

というふうに思います。 

 一旦、終わります。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○山田庫司郎委員 深津委員から大分質問がありま

して、私も経験していますが、こういう条例改正の

内容というのは経験がありません。表現が悪いので

すが、白紙委任ですね。条例ですから、やっぱり金

額を、ある程度目安を決めるというのが本来だと私

は思うのです。それで今、内容を聞きましたら、い

ろいろなことが想定されるので、定額というのが難

しいというような説明だったというふうに思うので

すが、せめて上限は決めないとですね、あの時とき

は何ぼ出した、今度のケースは何ぼでしたっていっ

たら、実際駆除やる人たちも何であの人はあれで、

僕はこうなんだって話も出てくる可能性もあるわけ

ですから、きちっとやっぱり定額を決めて、猟友会

とこれから相談しますではなくて、猟友会ときっち

り話をしてね、方向をちゃんと定めて、条例改正と

いうのは出てくるのが本来じゃないですか。違いま

すか。 

○佐藤岳郎農林水産部長 おっしゃることはよくわ

かるのですけれども、やはりこの有害鳥獣対策とい

うのは、非常に４月の頭、いつ出てくるかわからな

いということもありまして、金額、定めましょう、

ちょっとほかの自治体の話ですけれども、いざ何か

出たときに、うちはこれじゃできないという話が多

分ニュースとかでもあったと思うのですけれども、

そういったことがないようにですね、あらかじめ原

課のほうで猟友会と協議をして、すぐに金額が適用

できるようにということで、こういう提案をさせて

いただいたということでございます。 

○山田庫司郎委員 それならですね、例えば条例改

正の中で、こういう条件のときにこういう形になり

ますということで、１項、２項とかあってですね、

その他、最後にその他市長が認める場合ってやつが

条項をうたう場合があるのですよ。そういうやり方

ならまだ理解できるのですが、最初から市長が認め

るっていうふうに金額含めて条例改正を出してくる

というのは、私はおかしいんじゃないかなというふ

うにちょっと思うものですから質問させていただい

ているのですが、その辺どうですか。 

○佐藤岳郎農林水産部長 私どもとしてはですね、

先ほどちょっと御説明させていただきましたけれど

も、この報酬職員給与条例、この熊駆除推進員、昭

和53年からやらせていただいておりますけれども、

その中でですね、そのときの判断ですけれども、そ

の他のものということで、予算の範囲内においてそ

の都度定めるという規定の中で運用をさせていただ

いていたということもあります。ただ、昨今の情勢

を踏まえて、改めて、この熊駆除推進員に携わって

いる人たちのことも考えて頭出しをしようというこ

とで、改めてこの中に頭出しをさせていただいて、

ただ金額については、今までどおり私どもとのやり

取りの中で決めていきたいということで市長の定め

る額というふうにさせていただいたということにな

っております。 

○山田庫司郎委員 いや、実情はわかるのです。 

実情はわかるけれども、支給する金額、支給する報

酬額が、市長が認めるものという事例は経験がない

のですが、これは行政がやりますから。相手も猟友

会です。これは信頼関係があって、おかしなことを

すると僕も思っていませんし、今回、やっぱりきち

っとした形でいろんな部分を考えると、上げてやる

べきだともちろん思います。他町村も含めてそうで

すから。ただ、いろんな実情の説明は理解はします

けれども、その他市長が認めるものと最初からうた

うのは、これ、いかがなものかと。さっき言ったよ

うに、その他いろいろな事例があった場合、基本的

にはこうだけれども、ちょっと違う状況があった場

合は、その他市長が認めるものという条項をうたっ

てね、そこで対応するということもあり得るわけで

すが、その辺はどうなんですかね。最初から、その

他市長が認めるものというふうになってくるのかど

うか。 

 私ばっかりしゃべっていてもあれですから、ほか

の委員がどういう考えがあるかも聞いていただけれ

ばと思いますが。 

○佐藤岳郎農林水産部長 この報酬職員給与条例に

ついてはですね、この中にも、例えば選挙ですと

か、そういったいろいろな項目がありますけれど

も、その中でもこういう、そのときに定めなければ
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ならないものについては、市長の定める額というふ

うになっているものも実際にあるのですよね、現時

点で。それと同様に取り扱いたいという原課のほう

の希望で、こういう取扱いの要綱の提案をさせてい

ただいているものとなっております。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○山田庫司郎委員 よっぽど支給するのに、複雑で

大変な対応があるのだろうというふうに私も理解し

ます。変更して値上げしていくのはいいのですが、

ほかにもこういう事例があると言われると私もちょ

っと勉強不足で、そういうことを認めてきた経過が

あるのなら、ここでこうやって頑張ってもおかしく

なってしまう、矛盾があるのですが、やっぱりちょ

っと、すっきり納得できないですね。やっぱり条例

の決め方があると思うのですが、こういう形でずっ

とやっているし、他町村もこういう形なんですか。 

○佐藤岳郎農林水産部長 他市町村を調べたときに

金額のほうは確認しているのですけれども、どのよ

うに条例でうたっているかというのは確認していま

せん。ただ、このように非常勤の職員の身分を保障

してというのは、あくまでも、熊駆除とか熊のパト

ロールに当たる人の身分的な保障もそうなのですけ

れども、やはり公務災害ということで、災害の適用

を受けたいということで、ここに掲げさせていただ

いているというのが主なものですから、金額的に条

例の中にうたってという、インセンティブというの

ですかね、そういうのは、特に考えていないのです

よね。それで、ほかの自治体の部分も結構変わって

いるので、それは変更するときに大変だなというこ

とは聞いておりますので、それでこういうような形

で取扱いをさせていただきたいということで説明さ

せていただいたところです。 

○山田庫司郎委員 その他市長が定める額というの

は、選挙関係とかいろいろな関係で、この熊の駆除

だとか鳥獣の関係というのは、該当していないので

初めてだと、内容的にはね。これがやっぱり、ほか

の委員がどう思うかあれですが、私としては先ほど

言ったような、例えば１万2,000円、４時間未満は

7,500円、これがベースですと。これをきちっと定

額としてうたって、そして、その他いろんな事情が

あったときには、その他市長が認めるものとうたえ

ばいいんじゃないですか。 

○佐藤岳郎農林水産部長 すみません、この、いろ

いろなパターンがあるというわけではなくてです

ね、当市でお願いをするということにおいては、こ

の１万2,000円と半日であれば、簡単に出て何かや

っていただいた、朝やっていただいたというもの

は、半日当という２つのパターンしかないのですけ

れども、ただ、年度においてですね、年度途中だっ

たりとか年度の始まりだったりとか、そのときの予

算の組み方とかのときに、猟友会との協議の中で出

てきたときに素早く対応したいということで、こう

いうふうにさせていただきたいということなのです

よね。 

○山田庫司郎委員 厳しく細かく言うとね、やっぱ

り値上げとかいろいろなあることも含めて、それは

条例改正すべきですよ。予備費じゃないんだから、

国の予備費じゃないんだから、自由に使えるってい

うことにね、信頼関係があるから私は信用していな

いわけじゃないけれども、こういうものというのは

きちっと決めなきゃ駄目だと僕は思うので、私ばっ

かりしゃべっていてもあれですから、ちょっと納得

いきません。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

 午前10時35分休憩 

午前10時49分再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き再開いたしま

す。 

 質疑を続行いたします。 

○石垣直樹委員 報酬職員給与条例の一部改正につ

いてでございますが、現行鳥獣害対策実施隊員の部

分に、今まではその他の項目に入っていた熊駆除推

進員を加えて報酬額を6,000円から市長が定める額

と変更する議案であるかと思います。 

 お話の中で、４時間以内7,500円、１日１万2,000

円というお話もございましたが、熊駆除に関して

は、本当に命の危険性がとても高いと思っておりま

す。１万2,000円でも足りないんじゃないかなと。 

様々な場合があるというお話もございました。箱わ

なを見に行くだけ、箱わなに入っている熊を見に行

くとき、また、市内に熊が出没してそれを見回ると

き、いろんな場面がございます。猟友会と都度、相

談していろいろ定めていると。報酬に関しても、今

回、市長が定める額として、場合によって少しずつ

変わっていくものかと思います。これはもう随時、

猟友会としっかりと打合せをして、本当に危険な場

合はちょっと違うとか、ただの見回りときはこうだ

とかって変わっていくものという認識でよろしいで

すか。 

○佐藤岳郎農林水産部長 委員お示しのとおりです
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ね、いろんな、様々なパターンがあると思います。

これからもまた新しいパターンも出てくるかもしれ

ません。そういったときに柔軟に対応したいという

ことで考えてございます。 

○石垣直樹委員 それと、もっと細かくいろいろ金

額を設定して最後に市長が定める額というのをつけ

ればいいという話もございましたが、報酬職員給料

条例の中には、その項目ごとにいろんな職名ござい

ますが、そこに１項目で細かくこの場合は幾らって

書くような条例ではないという認識でよろしかった

ですか。 

○佐藤岳郎農林水産部長 そのように認識してござ

います。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○澤谷淳子委員 今、石垣委員の質問でお答えいた

だいたとおり、私も、この条例の改定の部分では、

この表現で賛成いたします。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○松浦敏司委員 今回の条例改正の関係ですけれど

も、たしか、昨年あたりだか道内でも猟友会と自治

体との金額の問題でもめて、結局、猟友会が撤退す

るということになって大変な事態になったというニ

ュースを聞いておりました。そういったことも、今

回のこの条例改正に影響しているのかなというふう

に思ったのですが、その辺との関係はどうなんでし

ょうか。 

○佐藤岳郎農林水産部長 金額の関係については、

今までもですね、猟友会さんと協議をして決定をし

てきたところでありますけれども、委員お話しのと

おり道内のそういった確執、猟友会をないがしろに

したという話もあります。そういったこともある中

で、我々としてはやはり猟友会さんを第一に、唯一

無二の存在としてですね、そことしっかりと話をし

ていって決めていきたいということで考えていると

ころでございます。 

○松浦敏司委員 猟友会が出動するっていうのは、

様々なケースがありますよね。捜索するときにも、

熊が出るようなところは付き添うとか、いずれにし

ても、こういう人達は命がけの仕事であるというの

は間違いないところです。先ほど来、質疑の中で、

なかなか上限を決めるのが難しい、つまり様々なケ

ースがあるためというようなお話もありました。そ

ういう点では、やむを得ないのかなというような思

いもあります。ただやっぱり、この市長の定める額

ということに疑問を抱いている委員もいたという点

で、私自身もその議論を聞いている中で、確かにそ

ういう部分もあると。ただ最終的には、それを入れ

ること自体が逆に混乱のもとにもなるというような

お話も伺って、なるほどということで、私として

は、当然、猟友会との関係では信頼関係、あるい

は、しっかりとした話合いというのを前提として、

基本的には、度を越えるような、理解を超えるよう

な金額になったりということはないんだろうという

ふうに理解をして、私としてはやむを得ないのかな

というふうに判断するところです。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○立崎聡一委員 基本的に賛成という立場でお話し

させてもらいます。 

 今まで、るる説明がございました。猟友会とのや

はりお話合い、連携をきちっと進めながら進めてい

くものだというふうに理解しておりますし、市長の

定める額というのが、一定の基準を出さないといけ

ないっていう、何ものもないんじゃないかなという

ふうに思います。何でしょう、これ幾ら払っても、

幾ら出しても、やれる人はやれるけれども、やれな

い人はやれないっていうことで、両方からいろんな

弊害が出てくるんじゃないかなということも考えら

れますし、それからこれ、何か取ってつけたみたい

に、熊のことも急遽載せたのかなという感じもする

んですけれども、ただ、実際に被害が出てきている

っていうか目撃情報もある、いろんなことがある中

で、こういうことは、対応していかなければならな

いという原課の皆様の御苦労も私は感じますので、

これはこのままで賛成していいと思います。 

○井戸達也委員長 ほかに、質疑ございませんか。 

 よろしいですか。 

 それでは…… 

○山田庫司郎委員 るる、ほかの委員からも発言い

ただきました。 

 私も上げるのがどうだとか見直すのは駄目だと

か、猟友会の関係をどうだこうだって疑っているわ

けでもないので。ただ、やっぱり条例の決め方とい

うのは、きちっとしたものをやっぱり決めないと市

民に対しても私たちは説明責任があるので、これ

は、市長が定めるので猟友会との話の中で決まった

額を出すんだよと。そうなのって話になるかならな

いかもあるので、きちっとすべきだと。最悪、上限

ぐらい決められないのかということと、条例の中

に、最後に、その他市長が認めるものということを

うたえば、いろんな対応ができるんじゃないかとい
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う言い方までさせてもらいました。ほかの委員の皆

さんから発言があったように、状況は非常に大きな

数、多くのパターンがあるんだと思います。それに

応じて支給していかなければならないということ

で、猟友会の皆さんと、よっぽどこれきっちり話の

中でね、ある程度のパターンというか、こういう場

合は、こういう場合はというのは、ある程度の部分

というのは、金額も含めて話しておかなければ、私

はならないだろうというふうに思うのは、なぜかと

いうと、丼勘定ではもちろんないと思います。表現

が悪い、ごめんなさいね。それで、こっち側の方は

３万円もらったけれども、こっちの方が２万円でし

たと。そうしたら、何で俺１万円少ないんだって、

これでもめたりはしないのかということも含めてや

っぱり基準がある程度ないと、めちゃくちゃになら

ないのかって心配も含めてあるので、ずっと発言し

てきたのですが、状況が、あまり金額を決めて上限

額を例えば５万円って決めたら、その上限額が独り

歩きして、これは困るっていうことも状況もわかり

ます。そして撃ったからって、もらってうれしい方

と、市民からあなたは１頭撃ったらこんなにもらっ

たのって言われる方もいらっしゃる。様々な方がい

るので、あまりきちっとした金額を入れないほうが

いいっていう、根っこにはそういう考え方もあるの

か。ただ心配なのは、やっぱり猟友会としっかり議

論してですね、契約をきちっと結ぶと。なるべく細

かく結んで、その他、臨機応変に対応しなければな

らないことは、その他市長が認めるような状況の中

で対応していくということを、ぜひお願いできれ

ば、理解をさせていただきます。 

○佐藤岳郎農林水産部長 今委員お話しのとおり、

やはり猟友会さんのいろいろな気持ちですね、オー

プンであることによっていろいろ言われて、例えば

ＯＳＯのときもそうですけれども、撃った方はお仕

事をやめられています。そういうことがないように

ですね、我々も考えていきたいと思っています。 

○井戸達也委員長 ほかに、質疑ございませんか。 

発言ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、議案第５号報酬職員給与条例の一部を

改正する条例制定については、大方の賛成により原

案可決すべきものと決定してよろしいでしょうか。 

 深津さん、まだ反対のまま。そこは、はっきりし

ていただきたいと思います。 

○深津晴江委員 根本的に反対はしません。 

 やっぱり多分、この条例を受けてその次の何とい

うのでしょう、運用規程とか何かそういうものに関

して多分、具体的な金額がある程度やっぱり示され

ているということを信じまして、この条例について

は賛成したいと思います。 

○井戸達也委員長 それでは、議案第５号報酬職員

給与条例の一部を改正する条例制定については、全

会一致により原案可決すべきものと決定してよろし

いでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定いたしました。 

 ここで、理事者入替えのため、暫時休憩いたしま

す。 

再開は、11時10分といたします。 

午前11時00分休憩 

午前11時10分再開 

○井戸達也委員長 それでは、再開いたします。 

 次に議案第１号中、公共交通対策費、自動運転バ

ス実装可能性調査事業について説明を求めます。 

○中村幸平商工労働課長 議案資料１号、７ページ

を御覧ください。 

 令和６年度一般会計補正予算、自動運転バス実装

可能性調査事業について御説明申し上げます。 

 １．補正の理由及び内容ですが、国の地域公共交

通確保維持改善事業費補助金を活用し、自動運転車

両による実証運行を見据えた調査を行うため、次の

経費を追加補正するものでございます。 

 ２．補正額、（１）歳出予算は、調査に関する委

託料として2,000万円で、財源は全て国庫補助金で

ございます。また、（２）歳入予算は記載のとおり

でございます。 

 説明は以上でございます。 

○井戸達也委員長 それでは、質疑に入ります。 

○深津晴江委員 このたび、調査事業ということで

ございますが、具体的にどのような調査の予定なの

かお聞かせください。 

○中村幸平商工労働課長 お尋ねのありました今回

の調査事業の内容でございますが、まず実証運行と

いうものをするために、地域の安全性といいます

か、ここの道路はどのようなリスクといいますか、

そういった制限があるでしょうとか、そういったよ

うなことを行うための調査でありますとか、それに

関連して、機械上、３Ｄのデジタルマップなど、そ

ういったものを作成するための調査事業となってお

ります。 
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○深津晴江委員 例えば、市街地のどこを走らすと

か何か調査するとか、何かその調査の区域ですと

か、何かそういう想定がありましたら教えてくださ

い。また、委託料として、今回2,000万円計上され

ておりますが、その委託先はどこなのかお示しくだ

さい。 

○中村幸平商工労働課長 まず、本事業で想定して

おります対象のルート、路線についてでございます

が、網走バス様とお話をして、まず候補として考え

ているところにつきましては、つくしヶ丘線及び天

都山線ということで、その中でも、網走バスターミ

ナルから約５キロほど大曲方面に行く路線の部分を

一つ候補として考えております。また、天都山線、

網走駅から北方民族博物館に上がるまでの観光施設

巡り路線のルートというものを一つ想定して、そこ

の部分を実証運行の候補ルートとして考えていると

ころが一つございます。 

 事業の委託先につきましては、ＷＩＬＬＥＲ株式

会社さんを想定しております。調査事業の委託先に

つきましては、ＷＩＬＬＥＲ株式会社となっており

ます。 

○深津晴江委員 すみません、私も勉強不足で申し

訳ないのですが、ＷＩＬＬＥＲさんというのは、ど

この会社でどのような実績があるのかっていうとこ

ろを教えてください。 

○中村幸平商工労働課長 ＷＩＬＬＥＲ株式会社様

につきましては、国内あるいは国外で自動運転やそ

ういったＭａａＳの関連の交通事業を行っている事

業者さんでございます。海外で、例えば東南アジア

などではですね、こういった自動運転の稼働の実績

ですとか、その他の地域でも、国内、佐渡ヶ島です

とかそういったところでの自動運転の実証実績です

とか、そういった実績を持っている事業者さんとな

っております。 

○深津晴江委員 実績がある会社ということなんで

すが、先ほどお示しいただきました調査のルートに

ついては、いつ頃の予定なのでしょうか。網走はや

はり冬場、夏場とは違うところですので、東南アジ

アで実績があっても北海道でできるのかっていうと

ころは、いかがなんでしょうか。 

○中村幸平商工労働課長 まず、北海道で自動運転

というものができるのかどうか、そういったところ

を含めて、今回、実証運行というものを次年度以降

できるようにしていきたいと、そういった計画が３

年計画としてございます。まず国のほうでは、自動

運転というものを進めていくということで今回のよ

うな補助金がございまして、今回はそれを10分の10

という補助の補助率があるというところもありまし

て、網走バス様のほうでは、将来的に、この無人の

自動運転というものが、人材確保等という観点で地

域の公共交通を維持していくためには、こういった

技術というのをどのように取り入れていくか。そう

いったところを想定されて網走市のほうにも御相談

をいただいたところでございます。ですので、基本

的には、まず、そういったところを前提としながら

自動運転ができるものなのかどうか。先ほど委員が

おっしゃられましたように、冬季間、積雪、あるい

は坂道、そういったところの実際のクリアすべき課

題というものが、どういうことがあり、最終的に自

動運転というのが網走、あるいは北海道というエリ

アで本当に可能なのかどうか技術的なところを検証

するための実証運行というのは、次年度以降してい

きたいと。そのための調査事業というのが、今年度

という流れで考えております。 

○深津晴江委員 私も３月の代表質問で、この点に

ついて御質問させていただきましたが、網走市とし

ましては、自動運転の方向に進んでいくということ

で捉えてよろしいでしょうか。 

○中村幸平商工労働課長 網走市として自動運転を

進める、進めないということではなく、まず自動運

転というものが、通常の人員に置き換わる技術なの

かどうか。人員を確保していくのが、今非常に大変

であると。網走バスさんとしては、そこが非常に大

きな課題である、今後将来的に交通を維持していく

上では人員をどのように確保していくか。では、人

員を確保し続けることがどれだけ大変なことなのか

ということで、こういった技術に置き換えることは

できないのかというところを事業者様側の取組とし

て発信いただいているところでございます。 

 網走市としましては、今回の補助金のスキームが

自治体の申請というところがございました。ですの

で、今回、網走市の事業として御提案させていただ

いているところでございますが、基本的には、まず

網走バス様のそういった将来を見据えた取組を支援

というか、サポートする形で事業を行いたいと考え

ておりますので、自動運転、網走市が将来的に自動

運転を進めていくのだといった趣旨のものではござ

いません。 

○深津晴江委員 網走バス様の何というのでしょ

う、調査をしたいというところに、自治体として賛
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同してやっていくということで、今後、自動運転を

活用するかどうかっていうのは今後ということで、

まだ検討をする段階ではないというふうに捉えてい

きたいと思いますが、大丈夫でしょうか。 

○中村幸平商工労働課長 将来的には有効な手段と

なり得るという点で、今、委員のおっしゃった考え

方で差し支えございません。 

○深津晴江委員 わかりました。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○澤谷淳子委員 この調査事業、全然反対とかでは

なくて、せっかくの機会なのでちょっと確認させて

ください。 

 私、ＷＩＬＬＥＲの黄色いバスの自動運転の動画

を見たことがあったのですけれども、今回のこの調

査しようというバスの予定っていうのは、トヨタ車

ではなくＷＩＬＬＥＲ車なので、電気とかなんでし

ょうか。ガソリンの車なんでしょうか。 

○中村幸平商工労働課長 車両については、自動運

転に適した車両ということで、電気になるかガソリ

ンになるかというところは、現時点では、実際の実

証運行の段階で判定していくというか、判断して採

用していくことになるかと考えております。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

 いいですか。 

 それでは次に、議案第１号中、観光振興費、酒蔵

建設用地整備事業について説明を求めます。 

○井上博登観光課長 議案資料８ページを御覧くだ

さい。 

 令和６年度一般会計観光振興費、酒蔵建設用地整

備事業の補正予算について御説明いたします。 

 １の補正の理由及び内容についてですが、本年８

月７日に上川大雪酒造株式会社、大空町、網走市の

３者で、観光、産業振興、再犯防止、地方創生分野

における取組をさらに拡大させようと連携協定を締

結いたしましたが、連携協定で掲げる目的達成に向

け天都山展望台・オホーツク流氷館に近接する網走

市天都山に酒蔵建設を目指すことといたしました。 

 酒蔵の建設候補地は、市有地を想定しており、市

で当該地の整備を行い、有償の賃貸借契約を締結す

る予定をしております。ついては、土地の造成測量

を行うため、次の経費を追加補正するものでありま

す。 

 追加補正の内容としましては、土地の造成測量設

計費、用地分筆測量費の委託料として1,050万円を

計上するものでございます。 

 次に、２の補正額についてですが、歳出予算は記

載のとおりで、補正額1,050万円、財源は一般財源

1,050万円となっております。 

 以上で説明を終わります。 

○井戸達也委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○松浦敏司委員 市有地を造成し、そのための測量

設計費というようなことで1,050万というふうにな

っているのかなと思うのですが、市有地を造成する

という、その後、その土地は酒蔵に売却するという

ふうなことなのですか。それとも賃貸になるのでし

ょうか。 

○井上博登観光課長 天都山の土地につきまして

は、造成後、有償での賃貸借契約を締結することを

想定しております。 

○松浦敏司委員 それはわかりました。 

 それで、その造成地を見て、次のページの地図を

見てちょっと不安になったのは、果たしてどこが出

入口になるのかなと。この場所、坂道になっていま

すので、そこにもし取り付けるのであれば、果たし

てどうなのかなというふうに思うのですが、その辺

はどんなふうな予定なんでしょう。 

○井上博登観光課長 そちらの部分については、今

後の造成状況等を見極めながらの判断にはなるかと

思いますので、ちょっと現時点では、まだはっきり

したことは申し上げられないところとなります。 

○松浦敏司委員 では、この一番近くにある大きく

曲がる下り坂につなぐとは必ずしもないと。どこに

道路を取り付けるかは、今後の課題ということで捉

えてよろしいですか。 

○井上博登観光課長 おっしゃるとおりで、今後の

課題として検討してまいります。 

○松浦敏司委員 それはそれとして、今後の課題と

いうことですが、もし、この急な大きなカーブの途

中のところに入り口をつけるとすれば、特に冬場は

大変、事故のもとになるかなというふうにも思うの

と、あとはどういう形で、あと方法とすれば、第２

駐車場を通るという方法もあるかもしれないし、あ

と、逆側に古い昔の道路のようなものもありますか

ら、そこを利用するという方法もあるかもしれませ

んが、そういった点、何よりも安全性をしっかりと

保つ必要があるというふうに思いますので、その

辺、しっかりやっていっていただきたいというふう

に思います。 

 もう一つちょっと確認したいのは、酒蔵に出入り
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する車両というのは、結構大きな車になるのかなと

いうふうに想像するのですが、その辺は原課として

今現在どんなふうに捉えているでしょう。 

○野口公希観光商工部参事 酒蔵に出入りする車に

つきましては、今、上川大雪酒造自体が比較的に小

規模の酒蔵であります。例えば、大きなものを一遍

にどんと運ぶというよりは、かなり小分けにしたも

ので運んでいるイメージでございます。詳細どのぐ

らいのサイズの車をどのぐらいの頻度で往来するの

かという話までは当然しておりませんけれども、規

模感としては、めちゃくちゃ大きい工場で、毎日10

トントラックが何回も何回も入るというイメージは

ございませんので、特段の支障はないかというふう

に考えております。 

○松浦敏司委員 年寄りの取り越し苦労かもしれま

せんが、そういったことがちょっと気になったもの

ですから伺いました。 

 終わります。 

○井戸達也委員長 ほかに。 

○深津晴江委員 まず、確認なのですが、造成をし

て貸します。そして、有償で賃貸をしていくという

ことなんですが、ちなみに幾らの金額で賃貸契約を

結ぶ予定とか、何かそういうのがありましたら教え

てください。 

○井上博登観光課長 土地の賃料の部分についてで

ございますが、こちらも土地の造成部分がどれだけ

の宅地レベルの造成になっていくか等によって変わ

ってきますので、現時点で具体的に幾らという金額

は算出することはできないところですけれども、天

都山の周辺の近傍地の価格等を考慮したときには、

さほど大きな金額にはならない状況にはなるのかな

というふうには考えております。 

○深津晴江委員 造成してみないとわからないって

いうことで、その面積によっては変わっていく可能

性があるということで理解いたしました。 

それでですね、土地を貸しました。もう建物とか

今後のことについては、それは上川大雪さんのほう

で全て一任ということで、網走市の持ち出しはない

という、補正予算とか予算計上はないという理解で

よろしいでしょうか。 

○井上博登観光課長 まず、市のほうで土地の造成

を行いまして、その後、上川大雪酒造様のほうで酒

蔵のほうを建設していただくということになりま

す。基本的には、建設費は上川大雪さんのほうでお

支払いすることにはなりますけれども、市の中で活

用できる補助メニューですとか、そういったものに

よる支援というのは、一つ考えられるのかなとは思

っております。 

○深津晴江委員 理解いたしました。 

 この土地の造成測量などについては委託料となっ

ていますが、その委託先について教えてください。 

○井上博登観光課長 これは今後、入札等によって

決定されるものだと思いますので、現時点ではまだ

事業者さんはわからないといったところです。 

○深津晴江委員 入札で市内の業者さんを想定され

ているということでよろしいでしょうか。 

○井上博登観光課長 市内の事業者さんを想定して

おります。 

○深津晴江委員 わかりました。 

 ちなみに、この入札をして決定したら、いつぐら

いから測量などの工事が始まる計画なのか教えてく

ださい。 

○村上雅彦都市整備課長 これから補正予算がつき

ますので、それから入札の段取りに入りまして、10

月中旬ぐらいには業者さんが決まり、それから段取

りをして冬に入る前までには、現地の測量は終われ

るのではないかと考えております。 

○深津晴江委員 了解しました。 

 早ければ来年建ってきて、再来年にはお酒が飲め

るという情報がありますので、承知いたしました。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○松浦敏司委員 聞くのを忘れていました。 

 造成して、そして賃貸にするということですが、

そういった前例というのは、これまでもあるんでし

ょうか。 

○野口公希観光商工部参事 観光の分野に限りませ

んけれども、エネルギー関係等で市有地をお貸しし

て賃料を取っているという事例はございます。 

○松浦敏司委員 具体的にはどこがどうなっている

のでしょうか。 

○野口公希観光商工部参事 例えば、能取漁港の太

陽光発電の部分が該当するかと思っております。 

○松浦敏司委員 私が言っているのは、もともと造

成、能取で言えば、もともと造成はしていましたよ

ね。ただ今回の場合は、木を伐採して、いわば山で

あるそこを別に市が造成しなくても、それは大雪さ

んでやる気になればやれるのに、あえて市が造成し

てそれを賃貸するという、そこがちょっとわからな

かったので、もともと造成をしてあったところを売

るのとはちょっと違うんですよね。だから、そうい
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う意味で前例があるんですかという質問なんです

が、それはどうなんでしょう。 

○野口公希観光商工部参事 あるかないかというの

は、ちょっと詳細にもう１回確認しないとないと言

い切れることはちょっと難しい部分であるのですけ

れども、今までの当市のパターンでいくと、ちょっ

とないのかなというふうに思っております。ただ、

今回につきましては、市内のこれまでの企業誘致の

状況等含めて、ほかの、例えば酒蔵を実際に誘致し

ているところの状況でありますとか、上川さんでは

ありませんが、例えば三千櫻、東川町ですかね、あ

そこのパターンでありますと、自治体のほうが地面

も箱物も自治体が造って、その中にテナントとして

三千櫻を誘致したという経緯がございますので、そ

ういった、他の自治体の事例を踏まえて、先ほど述

べましたとおり、観光振興でありますとか、雇用の

創出ですとか、いろんなものを勘案して、うちのほ

うで造成をして上川に来ていただくと。その上で、

基本的には向こうで建てていただくということで考

えております。 

○伊倉直樹観光商工部長 今、参事のほうからお話

をいたしましたが、それにプラス、補足の説明にな

りますけれども、まず今回は天都山地区、あのエリ

アの回遊性の向上ですとか、あとは関係人口の創出

といった部分と、あと観光客の回遊性をより高める

ということで、天都山地区、そして流氷館の駐車場

の下の麓ということになりますので、そこは観光振

興を促進するという観点から、市のほうで一定の造

成を行って、その上で、建物については事業者さん

のほうでやっていただいてっていうことで、そうい

った部分もあるということで御説明させていただき

ます。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

 それでは次に、議案第１号中、観光振興費、あば

しりオホーツク流氷まつり補助金について説明を求

めます。 

 議案資料10ページを御覧ください。 

 令和６年度一般会計観光振興費、あばしりオホー

ツク流氷まつり補助金の補正予算について御説明い

たします。 

 １の補正の理由及び内容についてですが、本年３

月に第60回の記念開催に向けて、市内金融機関より

受領した寄附金を活用し、あばしりオホーツク流氷

まつり補助金の経費を追加補正するものでありま

す。 

 次に、２の補正額についてですが、歳出予算は記

載のとおりで、補正前の額1,050万円、補正額500万

円、補正後の額1,550万円、歳入では、産業振興基

金から当該寄附金の繰入金として、補正前の額300

万円、補正額500万円、補正後の額800万円とするも

のです。 

 以上で説明を終わります。 

○井戸達也委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○山田庫司郎委員 寄附を頂いて、大変、心からお

礼を申し上げなければならないというふうに思いま

すが、ここに記載のようにですね、60回の記念の流

氷まつりという、オホーツクの流氷まつりです。 

 それで、500万円を増額するという今回の補正の

提案なのですが、中身的にどういうことをするので

500万円必要なんだということになっているのか。 

寄附を頂いたので、ただ500万円つけて、これから

何か考えようというふうな状況になっているのか、

非常に失礼な質問ですが、現状をちょっとお話しい

ただければと思います。 

○井上博登観光課長 まずは、きっかけとしまして

は、寄附を頂いたことによりまして、さらなる記念

事業としての拡充というものがきっかけにはなりま

すけれども、その中で頂いた寄附を活用して、開催

を盛り上げていきたいというような形になっており

ます。あとは、補助金の活用の部分についてでござ

いますけれども、基本的には実行委員会の事業とし

て活用されることになりますが、ラジオパーソナリ

ティでイベント運営会社の代表も務めていただいて

いますＤＪ龍太さんにプロデュースのほうを依頼し

まして、出演者のキャスティングを始め、会場内の

レイアウトデザインや各種イベントの企画を今共同

で執り行っているところでございます。具体的な内

容については、現在協議中ではありますが、知名度

の高いゲストの招聘や、昨年好評であったたき火フ

ェスのブラッシュアップ、食を生かした展開のほ

か、流氷トラスト運動の取組を絡めた企画などを60

回の記念開催として多くの来場者に喜んでもらえる

ような催しを考えております。 

○山田庫司郎委員 500万円増額して、いろいろ検

討していただくと、ある程度、今説明いただきまし

た。 

それで、思い起こしますと50回のときもですね、

雪像は50基、実行委員会としてしっかり、みんなに

協力をもらって50基ちゃんと設置したということの
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記憶があるんですが、去年の会場も含めて、実際、

流氷まつりはどうだったかという、私はちょっと事

情があって見られなかったのですが、ちょっと皆さ

んに聞くと、もう少しという市民の思いが、きっと

お祭りの内容についてあると思うので、500万円で

は足りないかもしれませんが、ここはですね、しっ

かり60回記念ということも含めて、いろんなイベン

ト、会場もやっぱりあそこっていうことになるのだ

ろうと思いますが、あそこがいいのかどうかも含め

てちょっと議論もありました。エコーセンターの横

でやったことも１回ありましたけれども、あれも評

価として、よかったという評価も一部であったわけ

ですから、そういうことも含めてですね、実行委員

会の中で議論するっていうことになると思います

が、やはり市が核になって実行委員会の中でもです

ね、あまり引っ張り回すと、これは大変なことにな

りますけれども、しっかりその辺の位置づけだけ

は、市の位置づけだけはちゃんとしてですね、しっ

かり60回の記念の流氷まつりの実行、実施していた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

 それでは、お諮りをいたします。 

 議案第１号令和６年度一般会計補正予算中、観光

商工部関係分は、全会一致により原案可決すべきも

のと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、そのように決定をいたします。 

 

○井戸達也委員長 次に議案第１号中、建築総務

費、住環境改善補助金について説明を求めます。 

○小原功建築課長 議案資料の11ページを御覧願い

ます。 

 令和６年度一般会計建築総務費、住環境改善補助

金の補正予算について御説明いたします。 

 補正の理由及び内容でありますが、本補助金は、

住環境の改善を目的とし、市民が住宅の改修を行う

場合に、その費用の一部を助成するものであります

が、今後も予想を上回る申請が見込まれることか

ら、次の経費を追加補正するものであります。 

 経費使途は、住環境改善工事費に係る補助金で、

金額は1,500万円を計上するものであります。 

 補正額でありますが、補正前の額が2,300万円

で、補正額が1,500万円、補正後の額が3,800万円と

なり、財源内訳及び歳入予算は記載のとおりであり

ます。 

 以上でございます。 

○井戸達也委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○澤谷淳子委員 この住環境改善補助金、エアコン

もそうでしたか。エアコンは違いました。 

○小原功建築課長 エアコンについては、本年度拡

充として対象としたところでございます。 

○澤谷淳子委員 では今、実績として何件ぐらいあ

って、今後、何件ぐらいの予想でこの追加補助にな

るのでしょうか。 

○小原功建築課長 ただいま、まだ審査中のものも

ございますので、8月28日時点の件数で御報告させ

ていただきますが、エアコンにつきましては、単独

で427件、一般の改修工事と併せて行う部分もござ

いますので、それが19件ありまして、合わせて446

件が今のところこの補助を活用されて設置されたと

いう状況になっております。今後についてですが、

補正の額にも反映させておりますが、エアコンの上

限額３万円を60件分というふうな予算計上をしてお

ります。 

○澤谷淳子委員 私も多くの方に、自分もＣＭもし

ましたけれども、向こうから何か使えるお金はあり

ませんかという相談を受けていましたので、大変、

合計446件というのはよかったなと思っています。 

 すみません、感想だけでした。 

 以上です。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○深津晴江委員 この件数が増えてきているという

のは大変喜ばしいことかなというふうに思います

が、いろいろエアコンがこれだけ、やはりニーズが

高いということがわかりましたので、物自体とか、

あるいは申請したけれどもつけられていないとか、

今、電気工事関係の方たちも手いっぱいで、なかな

か回れないっていうお話、時々聞きますが、希望者

がつけられていないっていうことはないのでしょう

か。 

○小原功建築課長 電気事業者、市内の本当の町の

電器屋さん等にも今実際に申請を上げていただいて

いるところですし、市内の事業者を活用された場合

については、ほぼほぼ皆さん申請されているのかな

というふうには考えております。続けてですが、本

エアコン設置の対象となるのは、市内の電気工事屋

さん、または製品としては市内の事業者から買われ

た方、こういった方が対象となっているところでご
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ざいます。 

○深津晴江委員 申請に今の要件があるということ

は理解いたしますが、市内の業者さんが、手がなく

てつけられていないっていうことはないでしょう

か。 

○小原功建築課長 ６月に申込みされた方について

は、１か月半ぐらいかかるというふうな状況もあっ

たと聞いておりますが、ほぼ、今９月に入った段階

ですので、設置については大方、完了しているとい

うふうには考えております。 

○深津晴江委員 今年の夏、それほどの暑さではな

かったので助かったかなというふうに思うのです

が、エアコンは分かれていたのですが、19件という

住宅改修などについては、この件数については増え

ているのか変わりないのか、いかがでしょうか。 

○小原功建築課長 一般改修や空き家の改修の中で

設置された方が19件だったんですけれども、一般世

帯でいきますと170件、改修された方もいらっしゃ

いまして、昨年の同時期と比べますと、ほぼ同じよ

うな件数、金額という状況でございます。 

○深津晴江委員 理解いたしました。 

 やはり当初を上回るっていうのは、エアコン設置

が主に大きいというふうに理解して、市民の暮ら

し、健康を守るという視点でも、大変有意義な事業

であったのではないかなというふうに理解いたしま

す。 

 以上です。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

 それでは、お諮りをいたします。 

 議案第１号令和６年度一般会計補正予算中、建設

港湾部関係分は、全会一致により原案可決すべきも

のと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、そのように決定をいたします。 

 ここで理事者入替えのため、暫時休憩いたしま

す。 

午前11時45分休憩 

午前11時46分再開 

○井戸達也委員長 それでは、再開いたします。 

 次に、今定例会で付託されました要請の審査を行

います。 

 それでは、市町村議会における「国土強靱化に資

する社会資本整備等に関する意見書」提出要請につ

いて審査をいたします。 

この要請について、皆さんの御見解をお示しいた

だきたいと思います。 

○松浦敏司委員 いつもここで、私どもが問題とし

て考えているところですが、意見書の中で３番、高

規格道路についてというようなことで書いてありま

す。本来であれば、私どもは、ここは一番引っかか

るところなので、削除していただければ文句なく賛

同したいところなのですが、ちょっとその辺、検討

していただければというふうに思います。 

○井戸達也委員長 その意見を踏まえて、ほかの委

員の御見解をお示しいただきたいと思います。 

○澤谷淳子委員 本当に、この国土強靱化、松浦さ

んは高規格道路が抜ければと言っていたのですけれ

ども、それも含めてこの意見書は採択でいいと思い

ます。 

○井戸達也委員長 ほかに。 

○石垣直樹委員 松浦議員から３番を削除してほし

いと、高規格反対というお話がございましたが、能

登半島地震でも道路の大切さが十分にわかった現実

となっております。ダブルネットワークの構築、こ

れが災害時には本当に重要なことだということを改

めて認識しました。前も、このことはお話しさせて

いただきましたが、この件に関しては全てそのまま

で採択。 

○井戸達也委員長 ほかに御見解をお願いいたしま

す。御発言ございませんか。 

 ほかに不採択の方おられませんか。不採択の方の

御発言はございませんね。 

○山田庫司郎委員 私は採択すべきかというふうに

思いますが、松浦委員がですね、３番の「新広域道

路交通計画に基づき」という部分を削除という話だ

と思うのですが、そのあとの文言はいいということ

でよろしいですか。３番全部。 

○松浦敏司委員 基本は全部なのですけれども、た

だそうは言ってもというふうには思います。ただ昨

年、その辺は私も一応、この部分も含めて最終的に

は賛成をした経緯があります。ただ一応、意見とし

て述べさせていただいて、意見はあると、そういう

意見はあるけれども、皆さんの意見に従わざるを得

ないなというふうに思いますので、わかりました。

そういうことで、賛成します。 

○井戸達也委員長 今、松浦委員のほうから御発言

がありましたので、この件について、全会一致によ

り採択すべきものと取り扱いたいと思いますけれど

も、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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それでは、そのように取り扱わせていただきま

す。 

 確認ですけれども、市町村議会における「国土強

靱化に資する社会資本整備等に関する意見書」提出

要請については、全会一致により採択すべきものと

決定をいたします。 

 理事者退席しますので、ここで一旦、暫時休憩い

たします。 

午前11時51分休憩 

午前11時51分再開 

○井戸達也委員長 それでは、再開いたします。 

 次に、継続審査となっていた要請の審査を行いま

す。 

 今回で２回目の審査となりますので、結審に至ら

ない場合は審議未了、廃案となります。 

 それでは、次期戦闘機輸出の閣議決定の撤回を求

める意見書提出要請について審査をいたします。 

 この要請について皆さんの御見解をお示しいただ

きたいと思います。 

○松浦敏司委員 これは、私どもが提出させていた

だきました。 

 ３月26日に日本、イギリス、イタリアが共同開

発、生産する次期戦闘機の日本から第三国への輸出

を可能にするという閣議決定を行ったということ

で、これは過去の三木内閣において、国際紛争を助

長しないと。日本は、武器輸出三原則を掲げ、国際

紛争を助長しないというふうに言っております。 

事実上、武器輸出を全面禁止し、1981年には、衆参

両院で厳格な運用を求める決議を全会一致で可決し

たと。これ前回も言っているかと思うんですが、そ

ういう意味で今、日本国憲法の９条との関係からい

ってもやはり、これはやるべきでないということな

ので、ぜひ賛同していただいて、国にしっかり平和

を守るためにも、これはすべきでないということを

求めるべきだというふうに思います。 

 よろしくお願いします。 

○井戸達也委員長 ほかに。 

 御発言ございませんか。 

○澤谷淳子委員 こちらは、前回も申し上げました

とおり不採択でお願いいたします。 

 今、松浦委員のほうから、第三国への結局、輸出

が許されてしまうのが非常に危険であるというよう

な意図だったとは思うのですけれども、ここの第三

国の輸出がちょっと誤解があるようで、もともとこ

の輸出先っていうのは、日本のように国連憲章の目

的と原則自らは攻めない、防衛のみに適した使用を

義務づける国際約束の締結国に限定するものです。

だから、アメリカ、イギリス、オーストラリア、イ

ンド、フィリピン、フランス、ドイツ、マレーシ

ア、何だっけ、イタリア、インドネシアなど15か国

に決まっているんです。なので、その国たちが日本

と同じように、戦闘機の輸出を受けてなったとして

も、自ら、何というのでしょう、戦争のほうに、何

というんだ、自分から攻撃するということがないと

いうことがわかっているものに限っているので、こ

ういう、意見書、何でしたっけこれ、この要請は不

採択でいいと思います。 

○井戸達也委員長 ほかに御発言ございませんか。 

○深津晴江委員 これに関しましては、日本はやは

り、いかなる状況でも戦争をしない、それに加担し

ないっていうところを一貫して持つべきだと思いま

すので、この要請に関しましては採択の方向でお願

いいたします。 

○井戸達也委員長 ほかに御発言ございませんか。 

○山田庫司郎委員 私もですね、ここに書いてある

ように、本当に日本は武器を輸出しないと。三木内

閣のとき含めて憲法９条の平和憲法の下にこういう

ことをやってきたんですが、どっかの時点でこの辺

がなくなってしまってですね、今、澤谷委員からも

ありましたけれども、戦争しない、相手を攻めない

国に輸出するんだということなのですが、日本も戦

争はしないことに憲法的になっていますが、アメリ

カがどこか攻撃されたら攻撃するんですよ。そうい

う今流れなのです。だから、しない国だから輸出で

きるということではなくて、平和憲法の下に、９条

の下にきちっと守ってきた日本ですから、日本がど

うだっていうことは、日本の中で議論しなければな

りませんが、また、これ武器を輸出するっていうこ

とは私はもってのほかだと。憲法の下ではね、今

の。私は、やっぱりこれは採択をすべきだというふ

うに思います。 

○井戸達也委員長 ほかに御発言ございませんか。 

○立崎聡一委員 いろいろ御意見があるかと思いま

すけれども、私は澤谷さんの意見に賛成させていた

だきたいと思います。 

 基本的に平和を守るべきということは絶対条件だ

と思いますので、そこの趣旨、物の取り方なのでし

ょうけれども、そこをどういうふうに理解するかに

よって、やっぱり考え方とか見方が変わってくるん

だろうなというふうに思います。 
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 これ、戦闘機というふうにはなっておりますけれ

ども、これ、逆に技術というふうに考えてしまえ

ば、それで終わってしまうんじゃないかなというふ

うに思いますので、いずれにしても、この件につい

ては不採択でお願いしたいと思います。 

○井戸達也委員長 御発言、ほかにございません

か。 

 現時点において、採択、不採択と分かれておりま

すけれども。 

○石垣直樹委員 前回もこの件についてお話しさせ

ていただきましたが、第６世代の戦闘機開発に関わ

る重要な部分であるかと思います。 

 現在、フランス、ドイツ、スペインでの開発、ま

たアメリカ単独での開発、ロシアにおいては、第

5.5世代、もしくは６世代と言われているのです

が、開発が進んでおります。中国においても、イン

ドにおいても、単独で第６世代の戦闘機の開発が行

われています。そこで日本においては、日本、イギ

リス、イタリアと３か国で協定して英国主導の下、

ＢＡＥシステムズ・テンペストと日本のＦ－Ｘプロ

グラムを統合したグローバル戦闘航空プログラムに

おいて開発が進められておるところでございます。 

2030年に初号機の製造、35年には初号機が納入され

る予定となっておりますが、この開発において、こ

のような要請が通ってしまうと、他国に遅れを取っ

てしまう懸念がございますので、この要請について

は不採択と考えております。 

○井戸達也委員長 それでは、取りまとめたいと思

いますけれども、次期戦闘機輸出の閣議決定の撤回

を求める意見書提出要請については、全会一致を見

なかった、意見の一致を見なかったため、審議未

了、廃案すべきものと、このように取扱いたいと思

いますけれども、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、そのように決定させていただきます。 

 

○井戸達也委員長 次に、核兵器禁止条約への参

加・署名・批准を行うことを求める意見書提出要請

について審査をいたします。 

 この要請について、皆さんの見解をお示しいただ

きたいと思います。 

○松浦敏司委員 我が国は、人類史上初めて核兵器

を違法にも落とされた国、唯一の戦争被爆国です。 

 だから、被爆者をはじめとして、戦後、核兵器廃

絶の運動も起きて、そしてそれが世界に広がり、

今、核兵器禁止条約というものが国連の中でもでき

たという、被爆者の命をかけた中での闘いによっ

て、そういうところまで来たという点では、非常に

尊敬するところであります。 

 今現在、今年の１月時点で署名が93か国と、70か

国が批准しているということで、核のない世界とい

うのが今、世界の中でも叫ばれているということで

あります。しかし残念ながら、核兵器の使用を進め

ようとする勢力もまた出てきているということがあ

るのですが、非常に残念です。ただ、やっぱり日本

という国は唯一の戦争被爆国として、政府は、この

核兵器禁止条約への参加、署名、そして批准という

のを行う、そういう義務を持っているんだというふ

うに私は思います。そういう点で、ぜひこの意見書

を採択していただいて、国にそのことを求めるべき

だというふうに思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○井戸達也委員長 ほかに発言ございませんか。 

○澤谷淳子委員 これも、前回と同じ理由で不採択

でいいと思います。 

 今、松浦委員の言っている過去に被害を受けた国

ですから、本当に誰だって思っていることは同じだ

と思いますが、一応、公明党の、今の政権を担って

いる責任政党としての考えは、やはり昨年、ニュー

ヨークで2023年の12月に核兵器禁止条約の締約国会

議というのがあったんです。そこに、やっぱり皆さ

んで、核兵器は禁止だよっていうお話があったとこ

ろに、オブザーバー国も35か国参加していました。

それで、ただ日本はまだ、このオブザーバー国とし

ても参加していなかったので、ぜひ今年また締約国

会議が開かれる際には、まず日本もこれに参加し

て、その中の話合いで核なき世界への、それを目指

していこうというものに参加していきたいという考

え方を公明党は持っているので、本日のこの意見書

には不採択でお願いします。 

○山田庫司郎委員 何だかんだではないのですよ。 

 やっぱり核は悪いというのは、みんなわかってい

るんです。日本は唯一、大変悲しいこういう経験を

したという国です。確かに、アメリカに日米安保条

約の中で、そして核を持っている国がここに入って

いないということを理由にして、日本は署名も批准

もしません。今言われたオブザーバー参加もしない

と。これでは、私はおかしいというふうに思いま

す。何が何でも日本は署名をまずして、そしてオブ

ザーバー参加より署名をまずしてですね、核のない



- 17 - 

世界を求めていくということが、先頭にならなけれ

ばならない国だというふうに私は思っていますか

ら、オブザーバー参加の話もありましたけれども、

ぜひ国には署名をしてですね、ここの核の禁止条約

へきっちり参加をしていくということの意思表示を

するように、網走市議会として、私は要請を採択し

てですね、意見書を提出していくべきかと、こんな

ふうに思います。 

○井戸達也委員長 ほかに。 

○澤谷淳子委員 追加で申し訳ありません。 

 本当に今、山田委員もおっしゃっていますよう

に、みんな誰も核はもうなくていいと思っているの

ですけれども、やはり、繰り返しになりますが、政

権与党として、まず、この禁止締約国会議のオブザ

ーバー参加することをまず目指して公明党は進めて

いきたいということですので、それを否定している

わけではないんです。 

○井戸達也委員長 ほかに御発言ございませんか。 

○石垣直樹議員 この要請は、ぱっと見たらすばら

しいと思うんですけれども、現在の日本の立場、考

えは、前回も言いましたけれども、核兵器禁止条約

について核兵器のない世界という大きな目標に向け

重要な条約ではあるが、核兵器保有国はこの条約に

一国たりとも参加していないのですよね。 アメリ

カ、ロシア、中国などの保有国が参加していない。

そこに日本が加わって議論しても、実際に核廃絶に

はつながらないという考えを持っています。 日本

としては、核兵器保有国と非保有国の双方が加わる

ＮＰＴですね、核拡散防止条約の再検討会議の枠組

みなどを通じて、唯一の戦争被爆国として双方の橋

渡しとなり、現実的に、核軍縮を前に進めることを

優先する立場ですという考えでございますので、こ

れに関しては不採択という考えです。 

○井戸達也委員長 皆様から、ほかに発言ございま

せんか。 

 採択、不採択という形で分かれておりますけれど

も、この核兵器禁止条約への参加・署名・批准を行

うことを求める意見書提出要請については、意見の

一致を見なかったため、審議未了、廃案とすべきも

のと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ここで、意見書案配付のため暫時休憩いたしま

す。 

午後０時07分休憩 

 

午後０時08分再開 

○井戸達也委員長 それでは再開いたします。 

 意見書案の内容についてですけれども、市町村議

会における「国土強靱化に資する社会資本整備等に

関する意見書」の提出については、確認をいただき

たいと思いますけれども、原文のままということ

で、委員長名により、委員会として意見書案を本会

議に上程し、意見書の提出先は、地方自治法99条の

規定に基づき、国会及び関係行政庁に提出すること

に決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、そのように決定をいたしました。 

 

○井戸達也委員長 次に、秋季視察について協議を

いたします。 

 まず初めに、秋季視察を実施するか否かについて

御発言をいただきたいと思います。 

○深津晴江委員 多分、まだまだ知らなかったり、

あるいは変化があるところがあるかと思いますの

で、実施の方向で進めていただければと思います。 

○井戸達也委員長 ただいま、深津委員のほうから

実施ということで御発言がありましたけれども、そ

のような形でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それでは次にですね、視察の項目について案がご

ざいましたら御発言をいただきたいと思います。 

視察先、項目について。具体的にどういったところ

を視察したいかと。 

○澤谷淳子委員 私、やっぱり今、何だっけ、麦乾

施設、建物は外観からは見たことはあるんだけれど

も、中の視察見学っていうのは、私は行ったことが

ないので、ぜひ視察させていただきたいと思いまし

た。それと同時に、小麦関係の港の集出荷施設です

ね、そこも見てみたいなと思っております。 

○井戸達也委員長 ほかにございますか。 

○深津晴江委員 今、澤谷委員御提案のところと、

あと、可能かどうかっていうところはＨＡＣＣＰの

関係であるかと思いますが、今、サケが揚がってき

ていると思いますので、そのところについても見た

いのと、あと下水道管、たしか今、修繕というか交

換しているかと思いますので、もし、その現場が時

期的に合えば見学したいのと、あと水道関係で、水

源地など可能な範囲で見られればなというふうに考

えます。 

○石垣直樹委員 可能かどうかはあると思うのです
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けれども、能取漁港でホタテ稚貝のへい死がありま

したので、観測機器を設置しておりますが、現在ど

のような状況なのか。作業の邪魔にならないよう

に、可能であれば見てみたいなというふうに思って

おります。 

○井戸達也委員長 ほかに発言ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、実施については10月になろうかと思い

ますけれども、10月はいろいろとですね、もう予定

が入っている部分がありますので、日にちが限定さ

れますが、その辺の日程につきましても正副のほう

で調整しながら、そして、ただいま出された視察先

についても調整を図りながら予定を組みたいという

ふうに思いますけれども、その辺について正副一任

ということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それが決定次第、皆様にお知らせする形にいたし

ます。 

 秋季視察については以上でございます。 

 ここで昼食のため、暫時休憩いたします。 

 再開は、午後１時からとなります。 

午後０時13分休憩 

午後１時00分休憩 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 ここからは、所管事務調査を行います。 

 それでは、網走海浜サケ・マス釣りルールに係る

パブリックコメントの結果について説明を求めま

す。 

○渡部貴聴水産漁港課長 それでは、資料１号を御

覧ください。 

 網走海浜サケ・マス釣りルール（案）に関わるパ

ブリックコメントの募集結果について報告させてい

ただきます。 

 意見募集期間につきましては、令和６年８月14日

水曜日から令和６年８月28日水曜日、今回、意見提

出された件数につきましては92件でございまして、

市内が22件、市外が70件となってございます。 

 意見の概要としまして、まず今回、策定するルー

ルについて反対という意見はございませんでした。 

一方で総論賛成、各論で御異議のある方がいらっし

ゃいまして、捕獲尾数の３尾について反対であると

いう意見が21件、釣りざおの本数３本について反対

である意見が７件、それから、リリースの禁止につ

いて反対であるという意見が５件、そのほかです

ね、ライセンス制の導入を希望するという意見が28

件来ておりました。 

 以下、主な意見と市の考え方をまとめたもので、

今回、大きく17件に分類をして、今後このような形

でホームページで意見の概要、それから市の考え方

について掲示をさせていただきたいと思います。 

 それでは、主な意見の中で件数の多いものについ

てちょっと抜粋をして私のほうで御説明したいと思

います。 

 まず、番号２番「捕獲尾数３尾の理由は？少ない

のでもっと増やしてもらいたい。」という意見です

けれども、こちらに対する市の考え方としまして

は、まず先行しています網走沖のサケ船釣りライセ

ンスの捕獲尾数が５匹で年間の釣りの人口が6,500

人です。これはですね、捕獲尾数を試算しますと３

万2,500尾となります。一方、沿岸の釣り人の人数

は３万5,000人でございまして、平均釣果が１尾か

ら２尾となるため３万5,000から７万尾と試算され

ます。さらにですね、沿岸から釣れる魚につきまし

ては、沖の魚よりも川に遡上する確率が高いため、

再生産に寄与する可能性が高いと見られておりま

す。 また近隣の自治体、これ斜里町、小清水町で

すけれども、連携した取組をするためにも３尾とし

ておりますので、御理解いただきますようお願いい

たしますという考えを示したいと思っております。 

 続きまして、次に反対意見で多かった釣りざおの

本数３本反対についてですけれども、意見の７番を

御覧ください。資料２ページになります。「ぶっ込

み釣りのさお数を制限すると逆に釣り人が増えて迷

惑駐車が増えるのでは？」という意見です。 

 これに対しましては、釣りざおの本数規制の理由

は前述のとおりです。これ後からお話しします。ま

た、釣り人を減らすことが目的ではありませんが、

迷惑駐車は絶対にしないでいただきたいというこ

と。駐車スペースが仮に確保できない場合は、駐車

できるほかの場所へ移動する、またはその日の釣り

中止を検討することが釣り人のマナーと考えるとい

う意見を示させていただきます。 

 続きましてリリースについて反対という意見でご

ざいます。「ゲームフィッシングとして楽しみたい

のでリリース禁止は納得できない。」それから６番

「リリース禁止にすると色がついたホッチャレのオ

スを釣った場合、捨てていく人が増えるのでリリー

スを認めるべき。」という意見がございました。 

 まず５番に対しましては、キャッチ＆リリースは
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ゲームフィッシングの世界では認められた行為です

けれども、そのためには、返しのない釣針を使った

り、取り込みのときにネットを使ったり、魚を水面

から取り上げずに水中に放すなどいろいろな手法が

ございます。しかしながらサケ・マス釣りの場合

は、特にぶっ込みという手法で釣る場合に、砂浜に

魚をずり上げるのは一般的な取込方法でございま

す。また、浮きルアーにつきましても、混み合った

釣り場でネットを用いて魚を傷つけずにリリースす

ることが非常に危険で困難であること。また、釣り

自体が産卵のために岸寄りした魚に与える影響とい

うものも不明でございます。さらに、イクラを目当

てに雌だけを持ち帰りたいという方もいらっしゃい

ますので、そういうことが横行する可能性もあると

いうことで、網走ではリリースをやめていただくよ

うにお願いをしたいと思います。 

 続きまして、６番「リリース禁止すると色がつい

たホッチャレのサケを釣った場合、捨てていく人が

増えるのでリリースを認めるべき。」ということで

すけれども、釣り上げた魚を捨てることは、そもそ

も不法投棄となって法律で罰せられます。またです

ね、命を無駄にせずに釣り人の責任として、当たり

前の話なんですけれども、持ち帰りおいしく食べて

いただきたいという考えを示したいと思ってござい

ます。 

続きまして、１ページに戻っていただきまして、

３番「サケ・マス資源の減少は釣り人が原因ではな

いのではないか」という意見です。こちらなんです

けれども、市の考え方としましては、資源減少の原

因の全てが釣り人によるものとは、当然考えてござ

いません。現在のサケ・マス資源は、ふ化放流事業

に支えられておりまして、川で親魚を捕獲し稚魚を

育て放流しています。しかし近年、他地区と比較し

て、資源が多い網走でも時期によっては、親魚、卵

を捕る魚がですね、潤沢に採捕できないことが発生

しております。さらに、全国的にサケ・マス資源が

減少しているため、網走や斜里など他地区と比較し

て資源が安定している河川は、道内のほかの地区に

も受精卵を提供してございます。漁業者はですね、

親魚を確保するために、定置網を例えば岸から300

メートル離して河川に遡上する魚を保護したり、当

然、川からも網を離して設置してございます。ま

た、親魚が十分に捕獲できない場合には、網を揚げ

るなど様々なルールを設けてございます。同じ魚を

利用する釣り人の皆さんにも、資源を持続的に利用

するためにルール、これ先ほど２番でお話ししてい

ますけれども、釣りざおの本数、これがそこに当た

りますけれども、それから捕獲尾数の制限を守って

いただくようにお願いいたしますという回答をした

いと思っております。それから、１ページ目の１番

になりますけれども、「罰則規定がなければ実行力

がないのでは？」という意見も頂いてございます。

今回、うちで挙げていますルールの中では禁止とキ

ープと二つありますが、禁止は、法的に禁止された

事項で罰則規定がございます。一方で、守る、キー

プについては罰則はありませんが、釣り人がサケ・

マス資源を地域とともに持続的に利用するために必

要な事項となってございます。法的規制や罰則はあ

りませんが、網走で釣りをされる方には、これを守

っていただきたい内容でございます。またですね、

このルールについて守られない場合には、市として

も今後、厳しい罰則などについて国や道などと協議

を行いたいと考えてございます。 

続きまして、資料４ページ目11番でございます。

場所取りの問題です。「場所取りがひどすぎる。き

ちんと取り締まってもらいたい。」これに対しまし

ては、さおやダミーざおによる場所取りは不法行為

であり、発見した場合は撤去を行っています。ま

た、網走海浜クリーンアップ作戦など警察や関係機

関と一体となった取組を実施しております。今後も

同様の運動を行っていくと予定しておりますので、

御理解、御協力をお願いいたします。 

それから、同じページの13番目「ライセンス制を

導入すべき。」ということです。現状の課題を解決

するためには、船によるサケ釣りライセンス制と同

様に、沿岸からのサケ釣りを禁止とした上でライセ

ンス制を導入することが理想であると考えておりま

す。本件については、法律を所管する国や道と協議

が必要ですが、前例がなく実行も容易ではないた

め、すぐに導入することは困難というふうに言われ

てございます。今回のルール策定後に釣り人のルー

ル違反の状況を見ながら、近隣自治体とともに国や

道とライセンス制（＝法的規制）に向けた協議を進

めていきたいというふうに考えてございます。 

それから14番「年間３万5,000人も来るのであれ

ば積極的に観光資源として活用すべきでは。」とい

う意見も頂いてございます。サケ・マス遊漁は、北

海道オホーツク地域ならではの体験型コンテンツと

して魅力があることは理解してございますが、観光

資源とするには地域との問題が多いというふうに受
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け止めてございます。また、地域課題の解決に向け

たルールの浸透、これ今回、策定するルールでござ

いますけれども、こちらの浸透がまずは必要だとい

うことで、本ルールについて御理解、御協力をいた

だきますようお願いいたしますという回答といたし

ます。さらに本件につきましては、今回、提言をい

ただいた委員会の中に観光協会も入っております

が、観光協会のほうでも現状では、観光コンテンツ

とするには、時期尚早というような旨の意向が示さ

れてございます。 

以上、17件あるうちの主立ったところ８件、私の

ほうから説明させていただきました。 

 以上でございます。 

○井戸達也委員長 この内容について、何か質疑等

ございますでしょうか。 

○山田庫司郎委員 日常大変多忙な中、まとめてい

ただいてありがとうございます。 

 これからホームページで出すというお話でしたか

ら、関係者はもちろんですが、市民の皆さんにもぜ

ひ周知をしていかなければならないというふうに思

います。それでここにもあるように、守らない場合

の罰則がどうだとか、守らないのではないかという

不安も含めてですが、キープということを前面に出

して、やっぱりきっちり守っていきましょうという

呼びかけだというふうに思うのですが、ただ、どこ

までやるかなのですが、監視という言葉がなじむか

どうかですが、たまに歩いてチェックをするような

ことというのは、どこかの部分で考えているのか、

その辺はいかがなものなのでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 これ、前回のルールの策

定に関わるところでもお話ししておりますが、キー

プの部分については、あくまでもお願いベースです

ので、運動という位置づけでどんどん広めていかな

ければならないと思っています。その中で、まず期

間中、２回はですね、かなりの人数を集めて、関係

機関を集めまして、砂浜を歩いて釣り人にパンフレ

ット、それから今考えていますのが、今回、場所に

よっては携帯トイレブースを設置しますので、携帯

トイレをですね、その利用を促すという意味でもそ

ういうものを配って周知を行いますとともに、必要

に応じて、ちょっと今の段階では何回ということま

ではなかなか言えないんですけれども、できる範囲

内で砂浜を見回って、釣り人の方に周知を行いたい

というふうに思ってございます。 

○山田庫司郎委員 大変だと思いますけれども、そ

の辺、できる限りの対応を含めてお願いさせていた

だきたいのと、やはり将来的にはライセンスを取っ

たらどうだっていうことが、結構、助言していただ

いているというふうに思いますが、これはこれから

新たな部分ですから相当時間を要するんだろうとこ

んなふうに思いますんでね。ただ、将来について

は、そういうことも含めてと、遊漁料は海面ですか

ら取れないということなので、内水面と違うと。 

それで今年からやりだしますので、様子を見てとい

うことにもちろんなると思いますが、釣り人同士の

チェックといいますか、やっぱりお互いが見ながら

それは駄目だよっていうようなことができるように

なればすばらしいのですけれども、その辺も含めて

ＰＲをしていただけるということなので、大変でし

ょうがよろしくお願いをしたいというふうに思いま

す。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

 よろしいですか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 １点補足させていただき

ます。すみません。 

 ルールにつきましては、今回、パブリックコメン

トを頂いたのですけれども、釣りざおの本数、それ

から捕獲尾数反対の意見ございましたが、今回です

ね、私どもが当初提案した３本３尾、またその他の

理由についても、覆されるだけの十分な意見はなか

ったという認識です。逆に言いますと、きちんと理

由をつけて返答できているという認識でございます

ので、当初の予定どおり、ルールにつきましては、

先日、御提示させていただいた内容で施行、周知し

ていきたいというふうに思っております。今の予定

では、本日、この結果もお話ししましたので、本日

の夕刻にもホームページ等で周知を開始したいとい

うふうに思ってございます。 

 以上です。 

○井戸達也委員長 それではこの件については、ま

た必要に応じて委員会として調査をするという形を

今後取っていきたいと思いますけれども、それでよ

ろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それでは、以上で、総務経済委員会を終了いたし

ます。 

 お疲れさまでした。 

午後１時14分閉会 

 


